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市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

 

市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 
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市川市条例第  号 

市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例（平成１５年条例第４１号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の表市川市役所第２駐車場の項を削る。 

第４条第１項の表市川市役所第２駐車場の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 



理  由 

 

市役所の本庁舎の建て替えに当たり、執務室の一部が市川南仮設庁舎に移

転することにより本庁舎への来庁者数の減少が見込まれるとともに、本庁舎

建設用地の一部の代替地として市川市役所第２駐車場用地を活用する予定で

あることを踏まえ、同駐車場の供用を廃止する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


